[bookmark: _GoBack]別紙　　　　　　 下関市クーリングシェルター指定申請書

	送付先　下関市　環境政策課
　　（ＦＡＸ）０８３－２５２－１３２９
　　（メール）kkseisaku@city.shimonoseki.yamaguchi.jp



■公開情報（下関市ホームページ等で公表させていただきます。）　　※必須項目
	名称　　　　　※
	

	所在地　　　　※
	郵便番号

	
	　下関市

	電話番号　　　※
	

	　　　　　　　※
開放可能日時
	曜日

	
	時間

	受入可能人数　※
	

	ホームページＵＲＬ
	

	備考
	



■非公開情報（下関市からの連絡等のみに使用します。）
	共用部分　　　※
（受入可能な場所の概要等）
※想定している具体的な場所や注意事項等をご記入ください。
	

	ご担当者名　　※
	

	ご担当部署等　※
	

	ご担当者連絡先
	TEL　　※
	

	
	メール ※
	


●クーリングシェルターの指定及び運用に関する協定の有効期間は、協定の締結の日から当該日の属する会計年度の３月３１日までとし、有効期間満了の１か月前までに更新をしない旨の申出がなかった場合には、有効期間は、引き続き同一の条件で１年間延長されるものとします。
